
福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金交付要綱 

 

（通則）  

第１条 この補助金の交付については、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下

「条例」という。）及び京都市補助金等に関する条例施行規則（以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 福祉避難所事前指定施設の運営法人に対し、福祉避難所を開設するにあたり

避難者一人ひとりの状態に応じた受入体制を構築できるよう、各施設の判断による

要配慮者に適した備蓄物資・機材の購入を支援することにより、要配慮者の避難生

活の向上を図り災害関連死の抑制を図ることを目的とする。 

２ 要配慮者の避難生活に必要な備蓄物資・機材の整備を支援することにより、公的

備蓄物資の分散備蓄の推進を図る。 

 

（補助対象者） 

第３条 当該補助金を申請する年度の前年度中に、「福祉避難所の事前指定に関する

協定」を締結する等により、本市の福祉避難所事前指定施設となっている社会福祉

施設等を運営する法人（以下「運営法人等」という。）。 

 

（補助対象となる備蓄物資・機材） 

第４条 補助対象事業施行者が開設する福祉避難所において避難者を受入れるにあ

たり、次に掲げる物品及び機材のうち、市長が必要と認めるもの。 

（１） 発災から概ね２４時間以内に必要となる備蓄食料及び消耗品 

（２） 段ボールベッド類及びパーティション類 

（３） 非常用発電機類及び可搬式空調機器類 

２ ただし、第１項第２号に掲げる機材については、通所サービスを実施している施 

設及び京都市福祉避難所事前指定施設への直接避難実施要綱第３条の申出をおこ

なった施設を対象とする。 

３ 第１項に該当する物品等であっても、他の団体等による補助金交付を受けるもの

及び交付決定前に購入したものについては、対象外とする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金は、前年度末までに申出のあった受入想定人数をもとに、次の各号に

定める額を本市の予算の範囲内において交付する。 

（１） 第４条第１項１号に定める物品については、別表１を上限とする。 

（２） 第４条第１項２号及び第３号に定める機材については、別表２により算定し

た額を上限として、施設ごとに１回限り交付する。ただし、上限額に達するまで、



複数年にわたって交付することができる。 

 

（補助条件） 

第６条 補助事業により取得した物品及び機材については公的備蓄物資としての性

質を有し、京都市内等において大規模災害が発生し、市長が供出を求めたときは、

補助対象事業施行者が開設する福祉避難所の運営に影響が生じる場合を除き、物品

及び機材の提供に協力しなければならない。 

なお、物品及び機材の供出を受けた場合は、市長は事後に供出された物品及び機

材に相当する補填を行われなければならない。 

２ 使用期限がある物資は、原則として５年以上の使用期限のものとし、受入を想定

する人数に応じた数量を購入すること。 

３ 補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって福祉避難

所事前指定施設内において管理すること。 

４ 福祉避難所の事前指定に係る協定を廃止した場合には、補助事業により取得した

物品及び機材は、原則として本市に返還するものとする。 

 

（補助金の交付申請）  

第７条 条例第９条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする運営法人等は、交

付申請書（第１号様式）及び同様式に定める添付資料を、別に定める日までに提出

しなければならない。ただし、事前に本市の承認を得た場合は、この限りではない。 

２ 補助金の交付を受けようとする運営法人等は、補助金の交付申請を行うに当たっ

て、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入れに係る消費税法及

び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補

助金の額の割合を乗じて得た金額を言う。以下同じ。）を減額して申請しなければ

ならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（補助金の交付決定）  

第８条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容の審査を行い、当該申請期限

が到達した日から３０日以内に補助の可否を決定する。 

２ 審査の結果については、条例第１２条の規定に基づき、速やかに交付決定通知書

（第２号様式）又は、不交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知する。 

 

（補助金の概算払） 

第９条 市長は、事前に必要と認めるときは、交付予定額の５分の４を上限として概

算払を行うことができる。 



  ただし、概算払請求段階において、請求額が判明している場合は、請求額を上限

とする。 

２ 交付の決定を受けた団体等は、前項の規定に基づき概算払を受けようとするとき

は、福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業補助金概算払請求書（第４号様式）

を市長に提出しなければならない。 

３ 事業を中止する場合は、概算払で受けた補助金の全額を返還しなければならない。 

 

（申請の取下げ）  

第１０条 前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異議がある

ときは、条例第１３条の規定に基づき、交付決定の通知を受けた日から２０日以内

に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請を取り下げることが

できる。  

 

（実績報告）  

第１１条 運営法人等は、条例第１８条の規定に基づき、別に定める日までに補助事

業を完了させ、その事実があったときから１０日以内に事業実績報告書（第５号様

式）及び同様式に定める添付資料を市長に提出しなければならない。  

２ 補助事業の廃止について市長の承認を受けたときも、１０日以内に事業実績報告

書（第５号様式）を提出するものとする。 

３ 運営法人等は、第１項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入税額を減額して報告しなければならない。 

４ 前項の報告の誤謬等があった場合は、補助金交付後であっても当該仕入控除税額

の全部又は一部を納付させることがある。 

 

（補助金の交付額の決定）  

第１２条 市長は条例第１９条の規定に基づき、第９条及び第１１条の申請及び報告

が適切にあったときは、３０日以内に補助額を確定し、補助金額確定通知書（第６

号様式）により運営法人等に通知する。  

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３条 補助事業者は、補助事業完了後に申告により補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除額が確定し、控除額に増加があった場合には、速やかに、消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第 7号様式）により市長に報告し

なければならない。 

 

（補助金の請求）  

第１４条 前条の規定による補助金の額の確定があったときは、運営法人等は市長が



別途定める請求書により、補助金を請求するものとする。  

２ 概算払いした額が実績を下回った場合は、速やかに清算し返還しなければならな

い。 

 

（承認事項）  

第１５条 運営法人等は、条例第１１条第１項各号のいずれかに該当するときは、あ

らかじめ変更等承認申請書（第８号様式）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

 

（事業進捗報告） 

第１６条 補助対象事業の進捗状況について、市長から求めがあったときは、これを

速やかに報告しなければならない。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めのない事項については、保健福祉局長が別に定めるものと

する。 

 

 附 則  

 この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和７年５月１日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年３月１８日から実施する。  



別表１（第 4 条第 1項第１号関係） 

福祉避難所としての 

受入想定人数 
補助上限額 補助率 

  １～１０名  １０，０００円 

１０/１０ 

 

１１～２０名  ２０，０００円 

２１～３０名  ３０，０００円 

３１～４０名  ４０，０００円 

４１～５０名  ５０，０００円 

５１～６０名  ６０，０００円 

６１～７０名  ７０，０００円 

７１～８０名  ８０，０００円 

８１～９０名  ９０，０００円 

９１名～   . １００，０００円 

 

別表２（第 4 条第 1項第 2号及び第 3号関係） 

補助対象種別 補助上限額等 補助率 

段ボールベッド類 

パーティション類 

・受入想定人数１名につき、

３５，０００円 
１０/１０ 

非常用発電機類 

可搬式空調機器類 

・福祉避難所１箇所につき、

５５０，０００円 

・非常用発電機類及び可搬

式空調機器類は、少なくと

も１台ずつ購入する 

１０/１０ 

非常用発電機類は、１０万円を

超えるものを対象とする。 

段ボールベッド類・パーティション類において、別表２で定めた範囲内で受入想定

人数分の配備ができた場合、その差額を非常用発電機類・可搬式空調機器類の購入に

充てることができる。 

ただし、非常用発電機類・可搬式空調機器類補助上限額は、別表２とあわせ７０万

円までの範囲内とする。 

  



（第 1号様式：申請者 → 京都市長） 

令和  年  月  日 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金交付申請書 

 

京都市長あて 

 

申請者 住   所：              . 

    法  人  名：              . 

    法人代表者：              . 

 

 標記について下記により補助金を交付されるよう、福祉避難所の備蓄物資・設備

確保支援事業に係る補助金交付要綱第７条の規定により関係書類を添えて申請しま

す。また、暴力団等との関係を有しないことを誓約します。 

なお、当該補助に関して、説明を求められた際には誠実に対応いたします。 

 

記 

 

１ 補助金交付対象施設について 

施設名  

施設責任者  

施設の種類  入  所 ・ 通  所 ・ 入所兼通所 

避難受入想定人数        人 

直接避難制度の導入状況  導入済み ・ 検 討 中 ・ 予定なし 

連絡先（電話）  

連絡先（電子メール）  

  ※連絡先については補助金交付事務に必要となる場合がありますので、施設の 

施設の開所時間中、連絡可能な電話番号等を記載してください。 



２ 補助金交付申請額等 

⑴ 購入予定物品の詳細 

※消耗品類を除き、各品において複数種類の購入を想定されている場合や、別

料金の附属品（ポータブル電源に対するソーラーパネル等）の購入を想定され

ている場合は、第１号様式別紙を作成ください。 

 単価（税込） 数量 人数分 支払額（税込） 

① 消耗品類（一式）   人分 円 

② 簡易ベッド類 円 個 人分 円 

③ パーティション類 円 個 人分 円 

④ 非常用発電機類 円 機  円 

⑤ 可搬式空調機器類 円 機  円 

□ 第１号様式別紙を提出します。 

 

⑵ 補助金申請額 

  総 額：            円（下記申請
・ ・

額
・

の合計） 

内  訳 申 請 額 

備蓄食料等の消耗品 円 

段ボールベッド類・パーティション類 円 

非常用発電機類・可搬式空調機器類 円 

   ※申請額は、補助上限額と購入予定額のうち、少額の方になります。 

※補助率：上限額まで全額補助 

   ※各申請額は千円未満を切り捨てること（千円未満及び上限額以上は法人負担） 

   ※非常用発電機類は１台１０万円以上のものが対象となり、可搬式空調機器類 

と両方購入する必要があります。 

 

 

 

 

 



３ 福祉避難所（開設）運営訓練の実施 

訓練の実施予定  有  ・  無 

【訓練の概要】 

 実施予定日： 

 対 象 者： 

 実 施 内 容： 

 

  ※実施予定の有・無は、補助決定に影響はありませんが、災害時の避難所の円滑 

な開設と、備蓄物資が活用できるよう動作確認等をお願いするものです。 

座学・机上訓練（区役所等が実施する訓練に参加する場合）も含めて、記入を 

お願いします。 

 

４ 添付書類：購入する物品の詳細が分かる資料（商品のＨＰやカタログなども可）

を添付してください（※正式な見積書でなくとも支障ありません。）。 

  



（第 2号様式：京都市長 → 申請者） 

京都市指令保福総第号  

令 和 年 月 日 

（施設名） 

（法人名） 

（法人代表者名）様 

 

京都市長 松井 孝治 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金交付決定通知書 

 

 付けで申請のありました福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業補助金につきま

して、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 
 

記 

 

交付決定額                円 

交 付 内 訳 

① 消耗品類 円 

② 簡易ベッド類・パーティション類 円 

③ 非常用発電機類・可搬式空調機器類 円 

備   考 
 

 
１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に対

して審査請求をすることができます。 

ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求

をすることができなくなります。 

２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決

があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取

消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は，京都市長となります。） 

ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に

対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起す

ることはできなくなります。 

  



（第 3号様式：京都市長 → 申請者） 

京都市指令保福総第号 

令 和 年 月 日 

（施設名） 

（法人名） 

（法人代表者名）様 

 

京都市長 松井 孝治 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金不交付決定通知書 

 

 付けで申請のありました福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業補助金につきま

して、下記のとおり交付しないことに決定しましたので通知します。 
 

記 

 

補助申請額                円 

不交付の 
申請内訳 

① 消耗品類 円 

② 簡易ベッド類・パーティション類 円 

③ 非常用発電機類・可搬式空調機器類 円 

交付しない 
理   由 

 

 
１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、

京都市長に対して審査請求をすることができます。 

ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したと

きは、審査請求をすることができなくなります。 

２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対す

る京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告

として、京都地方 裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都

市を代表する者は，京都市長となります。） 

ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、

処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります 

  



（第 4 号様式：申請者 → 京都市長） 
令和 年 月 日 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る 

補助金概算払い申請書 

 

京都市長あて 

申請者 住   所：              . 

    法  人  名：              . 

法人代表者：              . 

    施 設 名：              . 

 
福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金交付要綱第９条第２項の

規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

概算払請求額            円 

概算払請求額の内訳 

① 備蓄食料等の消耗品 円 

② 段ボールベッド類・パーティション類 円 

③ 非常用発電機類・可搬式空調機器類 円 

概算払を必要 

とする理由 

 

※各内訳の請求額が、交付決定額、購入予定額を超えることはできません。 

  



（第 5号様式：申請者 → 京都市長） 

令和  年  月  日 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る実績報告書 

 

京都市長あて 

 

申請者 住   所：              . 

    法  人  名：              . 

法人代表者：              . 

    施 設 名：              . 

 

 

１ 補助金交付請求額について 

⑴ 購入物品の詳細 

※消耗品類を除き、各品において複数種類の購入した場合や、別料金の附属品

（ポータブル電源に対するソーラーパネル等）の購入をした場合は、第５号様式

別紙を作成ください。 

 単価（税込） 数量 人数分 支払額（税込） 

① 消耗品類（一式）   人分 円 

② 簡易ベッド類 円 個 人分 円 

③ パーティション類 円 個 人分 円 

④ 非常用発電機類 円 機  円 

⑤ 可搬式空調機器類 円 機  円 

□ 第５号様式別紙を提出します。 

 

⑵ 請求額 

□ 補助請求額に、購入予定物品に係る消費税額を含みます（税込み）。 

□ 補助請求額に、購入予定物品に係る消費税額を含みません（税抜き）。 

総 額：            円 



⑶  請求額内訳 

内  訳 交付決定額 
支払実額 

請求額 
支払額 仕入控除税額 

備蓄食料等 

の消耗品 円 円 円 円 

段ボールベッド類・ 

パーティション類 円 円 円 円 

非常用発電機類・ 

可搬式空調機器類 円 円 円 円 

  ※請求額は、支払実額と交付決定額のうち少額の方となります。 

  ※支払実額は、支払額から仕入控除税額を差し引いた金額となり、仕入控除を実

施しない場合、支払額が支払実額となります。 

  ※簡易課税を採用される場合は、仕入控除税額欄は記載の必要はありません。 

  ※実績報告時点で仕入控除税額が不明な場合は、仕入控除税額欄は記載せず、後

日、確定次第第７号様式にて報告してください。 

 

２ 福祉避難所（開設）運営訓練の実績 

【訓練の概要】 

 実施予定日： 

 対 象 者： 

 実 施 内 容： 

 

【実施できなかった理由】 

 

３ 次年度の受入想定人数 

受入想定人数の変更  有  ・   無 

【変更理由】 

  ※変更理由によっては、協議を依頼する場合があります。 

 

４ 添付書類：領収書（写）等 

       ※物品名、数量、単価、総額等が記載されたもの（レシート可）。 

       ※納品書及び請求書の提出をもって領収書に変えることも可。 

  



（第 6号様式：京都市長 → 申請者） 

京都市指令保福総第号 

令 和 年 月 日 

（施設名） 

（法人名） 

（法人代表者名）様 

 

京都市長 松井 孝治 

 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金額確定通知書 

 

 

 付けで実績報告がありました福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業補助金につ

きまして、下記のとおり補助金交付額を確定しましたので通知します。 
 

 

記 

 
 

確定した 

交 付 額 
               円 

概算支払額                円 

差   額                円 

備   考  

※上記の確定した交付額に基づき、補助金請求書を作成し京都市までご提出ください。 

  



（第 7号様式：申請者 → 京都市長） 
令和  年  月  日 

 

京都市長あて 

申請者 住   所：              . 

    法  人  名：              . 

    法人代表者：              . 

 

令和  年度 福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る消費税及び 

地方消費税の額の確定に伴う報告書 

 

  令和 年  月  日付け京都市指令保福総第  号で交付決定した上記補助事

業に関する年度消費税及び地方消費税の額について、下記のとおり確定しましたの

で、福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金交付要綱第１３条の規定

により、報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額（確定通知書により通知した額）：            円 

 
２ 仕入控除税額（要補助金返還額）    ：            円 

 

※ 別紙として積算の内訳等、２の金額がわかるものを添付してください。 

 

  



（第 8号様式：申請者 → 京都市長） 

令和  年  月  日 

 

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業中止（廃止）承認申請書 

 

京都市長あて 

 

申請者 住   所：              . 

    法  人  名：              . 

    法人代表者：              . 

 

 令和 年  月  日付け京都市指令保福総第  号で交付決定の通知があった

福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業について、下記のとおり事業を中止（廃止）

したいので、承認されるよう、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中止の期間 


